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1１．事案の概要

○工事費負担金を実費により算定する場合は、各種約款に基づき、撤去資材における再使用や
鉄屑等としての売却の見込みに応じた残存価額を工事費から差し引く必要があるものの、本
事案では当該処理を実施せずに精算を行っていたものです。

※１ 一般供給設備工事（一般的な需給契約の供給設備工事）の場合は、撤去資材の有無にかかわらず、工事費負担金を契約
電力・送電線こう長による単価制で算定することから、本事案と同様の誤りは発生しません。

※２ 残存価額は、撤去した電線・鉄塔・変圧器等における再使用や鉄屑等としての売却の見込みに応じて算定します。

送電線を張替え～撤去資材が発生

工事費

新設工事費 撤去工事費

材料費 工費 諸経費 工費 諸経費

工事費負担金 残存価額

撤去資材における再使用や
鉄屑等としての売却の見込
みに応じた残存価額を工事
費から差し引かずに、工事
費負担金の精算を行ってい
た。



2２．精算誤りの状況

○本事案の精算誤りは、直近３カ年における調査対象７．６万件のうち、特別高圧の設備工事
１６件約２５０万円であったことを確認しました。

年度 誤り件数
【誤】

工事費負担金精算額
（万円）

【正】
工事費負担金精算額

（万円）

誤り金額
（万円）

平成２７年度 ９ ６３，９５８ ６３，８１２ １４６

平成２８年度 １ ８，６２９ ８，６２２ ７

平成２９年度 ６ ４２，９９８ ４２，９００ ９８

計 １６ １１５，５８５ １１５，３３４ ２５１

（１万円未満四捨五入）



3３．本事案の原因と再発防止策

【 本事案の原因】

○工事部門・受付部門が協働して工事費負担金を算定のうえ精算していますが、工事費負担金
を実費により算定する場合に撤去資材の残存価額を工事費から差し引くための業務処理・フ
ローが不明確でした。

【 再発防止策】

○適正に工事費負担金を算定のうえ精算するためには、工事部門・受付部門の連携が不可欠で
あることから、双方協働して業務処理・フローを策定のうえ共有するとともに、工事部門・
受付部門における周知徹底を図り、教育を行っていきます。

【 参考：業務処理・フローの概要】

工事部門

工事設計 工事費負担金算定・請求 お支払い（前払い）

工事費負担金算定・精算

工事費負担金過不足額
返戻・請求

お受取り・お支払い

（工事実施前）

（工事実施後） 工事精算

受付部門 お客さま


